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給
水

人
口

お
よ

び
年

間
有

収
水

量
 

令
和

3
年

度
（

2
0

2
1

年
度

）
に

策
定

し
た

水
道

事
業

ビ
ジ

ョ
ン

・
経

営
戦

略
で

は
、

図
1

の
上

段
に

示
す

と
お

り
、

令
和

7
年

度
（

2
0

2
5

年
度

）
ま

で

給
水

人
口

お
よ

び
年

間
有

収
水

量
が

増
加

す
る

予
測

を
し

て
い

ま
し

た
。

し
か

し
、

令
和

2
年

度
（

2
0

2
0

年
度

）
以

降
減

少
に

転
じ

た
た

め
第

4
次

里
庄

町
振

興
計

画
（

後
期

基
本

計
画

）
に

て
里

庄
町

人
口

ビ
ジ

ョ
ン

が
改

訂
さ

れ
ま

し
た

。
 

こ
れ

に
合

わ
せ

て
、

水
道

事
業

ビ
ジ

ョ
ン

・
経

営
戦

略
に

、
里

庄
町

人
口

ビ
ジ

ョ
ン

を
反

映
す

る
と

、
給

水
人

口
は

今
後

も
減

少
傾

向
と

な
り

、
そ

れ
に

伴
い

、

年
間

有
収

水
量

も
同

様
に

減
少

傾
向

に
な

る
と

予
測

さ
れ

ま
す

。
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和

2
年

度
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2
0
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以

降
の

人
口

減
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に
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っ
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入

が
減

少
し

て
い

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

収
益

的
支

出
は

横
ば

い
と

な
っ

て
い

る
た

め
に

、
資

金

残
高
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減

少
傾

向
と

な
っ

て
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ま
す
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資
金
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2
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令
和
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年
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に

は
2
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円
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上
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し

い
状

況
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令和 3 年度（2021 年度）に里庄町水道事業ビジョン・経営戦略として、令和 17

年度（2035 年度）までの 15 年間の投資・財政計画（経営戦略）をまとめ、水道料

金の改定を行わなくても事業の継続が可能であることを示しました。 

しかしながら、人口減少に加え、材料や工事費などの高騰に伴い、水道事業に大き

な影響が出ています。そのため、人口および水量の予測を見直すとともに、健全経営

となるよう計画を見直しました。 

 

投資計画は、次のとおりに更新需要の抑制および平準化を行います。 

1）更新基準年数の設定 

厚生労働省が公表した「実使用年数に基づく更新基準の設定例」を参考に基準を設

けました。これにより、法定耐用年数を基準とした更新需要ではなく、実際の使用年

数に即した更新需要を算出します。 

 

表 1 更新基準年数の設定 

 

 

工　種 法定耐用年数 更新基準年数

建　築 50 年

土　木 60 年

電　気 20 年

機　械 15 年

計　装 10 年

管　路 40 年 法定耐用年数の　1.5倍

法定耐用年数の　1.2倍
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整
備

計
画

の
反

映
 

更
新

計
画

や
耐

震
化

計
画

な
ど

か
ら

今
後

の
整

備
内

容
を

精
査

し
、

最
新

の
経

営
状

況
を

考
慮

し
な

が
ら

、
水

道
資

産
を

計
画

的
か

つ
効

率
的

に
整

備
で

き
る

よ
う

な
投

資
計

画
を

検
討

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

に
基

づ
き

、
令

和
３

年
度

（
2

0
2

1
年

度
）

か
ら

令
和
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2
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2
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年
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ま

で
の

4
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間
の

実
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、
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7
年

度
（

2
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年
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）
か

ら
令

和
1

7
年
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（

2
0

3
5

年
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ま
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1
1
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の
投

資
計

画
（

中
期

財
政

計
画

）
を

策
定

し
、

投
資

額
を

算
出

し
ま

し
た

。

そ
の

結
果

、
今

後
1

1
年

間
の

投
資

総
額

は
、

約
1

8
億

円
を

見
込

ん
で

い
ま

す
。
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計画期間の 15 年間の財政のうち、令和 6 年度（2024 年度）までの 4 年間は財

政収支の実績を示します。令和 7 年度（2025 年度）以降の 11 年間は、財政検討

を以下の条件で行い、その結果を示します。 

 

表 3 財政検討の設定条件 

 

経営維持に 

必要な事項 

①経営継続 
単年度の経常収支の黒字化するため、料金改定及び企業
債発行を行う。 

②資金残高 
災害等の非常時でも経営を維持するために必要な金額２
億円を確保する。 

財源 

③給水収益 将来の水使用量×供給単価で算出する。 

④企業債の発行 
令和 8 年度以降、将来の投資費用の財源として借入する。
借り入れた企業債は、30 年かけて償還（うち 5 年据置）
し、利率は令和 7 年 10 月時点の 2.7％を採用する。 

⑤料金改定 
初回の料金改定を令和 8 年 10 月と設定する。 
水道料金の改定は 5 年ごととする。 

⑥その他の収入 過去５年の実績平均値で将来一律とする。 

費用 

⑦建設改良費 
今回計画している事業の整備費用と、その後は更新需要
を平準化した費用を計上する。 

⑧人件費 
事業量が増加するため、職員を１名増員する。 
人件費は賃金上昇率を見込む。 

⑨減価償却費 既存施設分に、今後の施設整備に伴う費用を加算する。 

⑩支払利息 既存の借入分に、今後発行する企業債の利息を加算する。 

⑪その他の支出 
最新の実績値で将来一律とする。 
維持管理費は物価上昇率を見込む。 
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令和 6 年度（2024 年度）までの実績を反映して、投資・財政計画を以下のよう

に見直しました。 

 

1）収益的収入について

（1）給水収益 

人口減少が進む予測から、今後の給水収益は減少する見込みです。水道事業では投

資に見合った収益を確保するため、5 年毎の料金改定を見込んでいます。 

（2）その他 

貯蔵品材料売却による収益や預金利息などを見込んでいます。 

 

2）収益的支出について 

（1）人件費 

引き続き、少人数体制での事業運営を継続しますが、内閣府推計の賃金上昇率を加

味しています。 

（2）物件費 

受水費や維持管理費などの事業経営に必要な経費を見込み、必要な項目では内閣府

推計の物価上昇率を加味しています。 

 

3）資本的収入について 

（1）企業債 

給水収益の不足を補うため、一定程度の企業債を発行し、世代間負担の公平性を確

保しています。 

（2）その他 

消火栓の新設負担金や工事負担金などを見込んでいます。 

 

4）資本的支出について 

（1）事業費 

今回見直した整備計画の事業費を計上しています。（p.4 の表 2 参照） 

（2）企業債償還金 

令和 7 年度（2025 年度）に全償還しますが、新たな起債の償還を始めます。 
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